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目

次

規

則

○
青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

障
害
福
祉
課)

…

�

告

示

○
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

図
書
類
の
指
定

青
少
年
・

男
女
共
同

参

画

課

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出

(
高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
居
宅
介
護
支
援

事
業
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出

(

同

)
…

�

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設
定
の
一
部
改
正

(

水
産
振
興
課)

…

�

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

中
南
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(

下
北
地
域

県

民

局)

…

�

選
挙
管
理
委
員
会

○
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
費
用
収

支
報
告
書
の
要
旨

(

事

務

局)

…

�

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九

(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

職

員

課)

…

�

規

則

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
百
六
号

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
一
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
七
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
�
の
１
中

｢

第
八
十
二
条
の
二｣

を

｢

第
百
二
十
四
条｣

に
、｢

第
八
十
三

条
第
一
項｣

を

｢

第
百
三
十
四
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成19年12月26日 水曜日 第2875号 �

指
定
番
号

種
別

名

称

発

行

者

(

製
作
者)

名

該
当
条
項

�����

ス
コ
ラ

二
〇
〇
七
・
一
二
一
五
四
〇
一
―
一
二

ス
コ
ラ
マ
ガ
ジ

ン

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク

[

微
熱]

一
月
号

〇
九
六
六
三
―
〇
一

セ
ブ
ン
新
社

�����

恋
愛
熱
情
ラ
ブ
パ
ッ
シ
ョ
ン

一
月
号

〇
九
六
五
七
―
〇
一

一
水
社

�����

月
刊
裏
モ
ノJA

PA
N

一
月
号

〇
一
八
〇
五
―
一

鉄
人
社

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
青

森
ビ
ジ
ネ
ス

マ
シ
ン

青
森
市
大
字
八
ツ

役
字
上
林
一
二
の

五

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
青

森
ビ
ジ
ネ
ス

マ
シ
ン
介
護

サ
ー
ビ
ス
事

業
部

青
森
市
大
字
八
ツ

役
字
上
林
一
二
の

五

平
成

��

･

��･
�

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
二
の
二

訪
問
看
護

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

な
み
お
か

青
森
市
浪
岡
大
字

浪
岡
字
浅
井
二
〇

五

��

･

��･

��

医
療
法
人
白

生
会

五
所
川
原
市
字
旭

町
二
〇
の
六

訪
問
介
護

白
生
会
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

五
所
川
原
市
大
字

金
山
字
竹
崎
二
五

四

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
信
泉
会

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

訪
問
介
護
、

訪
問
入
浴

介
護
、
通

所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ

ョ
ン
、
短

期
入
所
療

養
介
護

介
護
老
人
保

健
施
設
と
わ

だ

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法

人
信
泉
会

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

せ
せ
ら
ぎ

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

〃

十
和
田
市
農

業
協
同
組
合

十
和
田
市
西
十
三

番
町
四
の
二
八

通
所
介
護

Ｊ
Ａ
十
和
田

市
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ

ー｢

き
ず
な｣

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

〃

十
和
田
市
農

業
協
同
組
合

十
和
田
市
西
十
三

番
町
四
の
二
八

訪
問
介
護
、

訪
問
入
浴

介
護
、
福

祉
用
具
貸

与
、
特
定

福
祉
用
具

販
売

Ｊ
Ａ
十
和
田

市
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

｢

き

ず
な｣

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
仁
桂

会

八
戸
市
根
城
四
丁

目
六
の
二
三

さ
く
ら
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

八
戸
市
根
城
三
丁

目
一
〇
の
一
二

平
成

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法
人

信
泉
会

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

介
護
老
人
保
健
施

設
と
わ
だ

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

��

･

��･

��
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青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
よ
り
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
の
１
中

｢

竜
飛
加
入
区｣

を

｢

竜
飛
今
別
第
一
加
入
区｣

に
、｢

竜
飛
漁
業
協
同
組
合｣

を

｢

旧
竜
飛
漁
業
協
同
組
合｣

に
、｢

今
別
町
西
部
加
入
区｣

を

｢

竜
飛
今
別
第
二
加
入
区｣

に
、｢

今

別
町
東
部
加
入
区｣

を

｢

竜
飛
今
別
第
三
加
入
区｣

に
改
め
る
。

一
の
２
中

｢

岩
崎
村
加
入
区｣

を

｢

新
深
浦
町
第
一
加
入
区｣

に
、｢

舮
作
加
入
区｣

を

｢

新
深

浦
町
第
二
加
入
区｣

に
、｢

大
戸
瀬
加
入
区｣

を

｢

新
深
浦
町
第
三
加
入
区｣

に
、｢

竜
飛
加
入
区｣

を

｢

竜
飛
今
別
第
一
加
入
区｣

に
、

｢

竜
飛
漁
業
協
同
組
合｣

を

｢

旧
竜
飛
漁
業
協
同
組
合｣

に
、

｢

今
別
町
東
部
加
入
区｣

を

｢

竜
飛
今
別
第
二
加
入
区｣

に
改
め
る
。

二
の
表
外
ヶ
浜
第
四
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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十
和
田
市
農
業

協
同
組
合

十
和
田
市
西
十
三

番
町
四
の
二
八

Ｊ
Ａ
十
和
田
市
居

宅
介
護
支
援
事
業

所

｢

き
ず
な｣

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
二
の
二

介
護
予
防

訪
問
看
護

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

な
み
お
か

青
森
市
浪
岡
大
字

浪
岡
字
浅
井
二
〇

五

平
成

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法

人
信
泉
会

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

介
護
予
防

訪
問
介
護
、

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護
、
介

護
予
防
通

所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ

ョ
ン
、
介

護
予
防
短

期
入
所
療

養
介
護

介
護
老
人
保

健
施
設
と
わ

だ

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

��

･
��･
��

社
会
福
祉
法

人
信
泉
会

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

せ
せ
ら
ぎ

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

〃

十
和
田
市
農

業
協
同
組
合

十
和
田
市
西
十
三

番
町
四
の
二
八

介
護
予
防

通
所
介
護

Ｊ
Ａ
十
和
田

市
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ

ー｢

き
ず
な｣

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

〃

十
和
田
市
農

業
協
同
組
合

十
和
田
市
西
十
三

番
町
四
の
二
八

介
護
予
防

訪
問
介
護
、

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護
、
介

護
予
防
福

祉
用
具
貸

与
、
特
定

介
護
予
防

福
祉
用
具

販
売

Ｊ
Ａ
十
和
田

市
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

｢

き

ず
な｣

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

〃

竜
飛
今
別
第
一
区
域

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
今
別
町
大
字

奥
平
部
の
区
域

１

底
建
網
漁
業

竜
飛
今
別
第
二
区
域

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
今
別
町
大
字

砂
ケ
森
の
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

竜
飛
今
別
第
三
区
域

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
の

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

� �
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二
の
表
今
別
町
東
部
第
一
区
域
の
項
、
今
別
町
東
部
第
二
区
域
の
項
、
今
別
町
東
部
第
三
区
域
の

項
、
今
別
町
西
部
区
域
の
項
及
び
竜
飛
区
域
の
項
を
削
る
。

二
の
表
赤
石
水
産
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
の
表
大
戸
瀬
第
一
区
域
の
項
、
大
戸
瀬
第
二
区
域
の
項
及
び
岩
崎
区
域
及
び
舮
作
区
域
の
項
を

削
る
。

四
の
２
中
今
別
町
西
部
加
入
区
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

竜
飛
今
別
加
入
区

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
今
別
町
大
字
山
崎
、

大
字
村
元
、
大
字
今
別
及
び
大
字
浜
名
の
区
域

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

白
取
工
務
店

二

氏
名

白
取

俊
明

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
富
柳
字
福
岡
三
三
五
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
六
五
八
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
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地
区
の
う
ち
、
今
別
町
大
字

大
泊
の
区
域

竜
飛
今
別
第
四
区
域

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
今
別
町
大
字

山
崎
、
大
字
村
元
、
大
字
今

別
及
び
大
字
浜
名
の
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

竜
飛
今
別
第
五
区
域

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
外
ヶ
浜
町
字

三
�
尻
神
、
字
三
�
鳴
神
、

字
三
�
梹
榔
、
字
三
�
鎧
嶋
、

字
三
�
宇
鉄
山
、
字
三
�
木

落
、
字
三
�
源
兵
衛
間
及
び

字
三
�
龍
浜
の
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
つ

り
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
及
び
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二

十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
と
か

れ
い
刺
網
漁
業
を
併
せ
営
む
漁
業

４

小
型
定
置
漁
業

５

底
建
網
漁
業

新
深
浦
町
第
一
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
柳
田
、

大
字
関
、
大
字
北
金
ヶ
沢
、

大
字
田
野
沢
、
大
字
風
合
瀬

字
大
磯
及
び
大
字
風
合
瀬
字

汐
干
浜
の
区
域

１

い
か
つ
り
漁
業

２

た
い
・
ぶ
り
定
置
漁
業
及
び
底
建
網
漁
業

３

底
建
網
漁
業
と
総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
を
併
せ
営
む
漁
業

４

小
型
定
置
漁
業
及
び
小
型
定
置
漁
業
と
底
建
網
漁
業

を
併
せ
営
む
漁
業

５

１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

新
深
浦
町
第
二
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
驫
木
の

区
域

１

底
建
網
漁
業

２

小
型
い
か
つ
り
漁
業
と
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
漁

船
に
よ
り
さ
し
網
を
使
用
し
て
た
ら
又
は
め
ば
る
を
と

る
漁
業
と
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
漁
船
に
よ
り
敷
網

を
使
用
し
て
や
り
い
か
を
と
る
漁
業
を
併
せ
営
む
漁
業

新
深
浦
町
第
三
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
月
屋
及

び
大
字
舮
作
の
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
や
り
い
か
棒
受
網
漁
業

新
深
浦
町
第
四
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
沢
辺
の

区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

新
深
浦
町
第
五
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
岩
崎
及

び
大
字
松
神
の
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
た
ら
刺
網
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

新
深
浦
町
第
六
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
月
屋
、

大
字
舮
作
、
大
字
沢
辺
、
大

字
岩
崎
、
大
字
正
道
尻
、
大

字
森
山
、
大
字
松
神
及
び
大

字
黒
崎
の
区
域

１

た
い
・
ぶ
り
定
置
漁
業

� �
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七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
工
藤
建
機

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

隆

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
字
奥
内
字
今
泉
一
〇
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
一
三
七
二
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
七
号

公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選

挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人
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人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九

(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九

(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
小
学
校
及
び
中
学
校
の
項
中

｢
第
七
十
五
条｣

を

｢

第
八
十
一
条｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


